
議 案 第 143 号 土地利用審査会委員の選任につき同意を得るについて　　※10月24日採決済

認 定 第 ５ 号 令和6年度三重県一般会計歳入歳出決算

認 定 第 ６ 号 令和6年度三重県県債管理特別会計歳入歳出決算

認 定 第 ７ 号 令和6年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計歳入歳出決算

認 定 第 ８ 号 令和6年度三重県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認 定 第 ９ 号 令和6年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

認 定 第 10 号 令和6年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計歳入歳出決算

認 定 第 11 号 令和6年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計歳入歳出決算

認 定 第 12 号 令和6年度三重県地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算

認 定 第 13 号 令和6年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計歳入歳出決算    

認 定 第 14 号 令和6年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計歳入歳出決算

認 定 第 15 号 令和6年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計歳入歳出決算

認 定 第 16 号 令和6年度三重県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算

令和７年定例会 提出議案件名一覧表（１０月２４日上程分）
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料
１
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三重県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する 

条例の一部を改正する条例案について 

 

第１ 内容 

  国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正等に鑑み、旅費の支給の

規定等を整備する必要があるものである。 

 

第２ 施行期日 

令和８年１月１日から施行する。 
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議
提
議
案
第
五
号 

三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

右 

提 
出 

す 

る
。 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

提
出
者 

 

倉
本 

崇
弘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

田
中 

智
也 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

藤
根 

正
典 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

杉
本 

熊
野 

野
口 

正 
 

村
林 

聡 
 

稲
垣 

昭
義 

青
木 

謙
順 

津
田 

健
児 

三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 

三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
三
重
県

条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

第
七
条 

旅
費
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
に
属

す
る
県
職
員
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

二
年
三
重
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
九
条
第
二

項
、
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
中

「
最
下
級
」
と
あ
る
の
は
「
最
上
級
」
と
、
同
条

例
第
十
三
条
本
文
中
「
規
則
で
定
め
る
額
」
と
あ

る
の
は
「
議
長
が
別
に
定
め
る
額
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

旅
費
の
支
給
に
関
し
て
は
、
こ
の
条
例
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
一
般
職
に
属
す
る
県
職
員

の
例
に
よ
る
。 

 

２ 

国
内
旅
行
に
あ
っ
て
は
、
旅
費
の
種
類
は
、
職

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
三

重
県
条
例
第
四
十
六
号
。
以
下
「
旅
費
条
例
」
と

い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
（
旅

行
雑
費
を
除
く
。
）
の
ほ
か
、
公
務
雑
費
と
す
る
。 

 

３ 

公
務
雑
費
は
、
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

 

４ 

公
務
雑
費
の
実
費
額
は
、
公
務
上
の
必
要
に
よ

り
や
む
を
得
ず
負
担
し
た
有
料
の
道
路
若
し
く

は
駐
車
場
の
利
用
料
金
の
額
又
は
タ
ク
シ
ー
業
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務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

七
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
タ
ク
シ

ー
の
運
賃
若
し
く
は
料
金
の
額
と
す
る
。 

 

５ 

宿
泊
料
の
額
は
、
一
夜
に
つ
き
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
宿
泊
先
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。 

一 

旅
費
条
例
別
表
第
一
に
規
定
す
る
甲
地
方 

（
第
八
条
に
お
い
て
単
に
「
甲
地
方
」
と
い

う
。
） 

一
万
五
千
五
百
円 

二 

旅
費
条
例
別
表
第
一
に
規
定
す
る
乙
地
方 

 
 

 

一
万
四
千
二
百
円 

 

６ 

食
卓
料
の
額
は
、
一
夜
に
つ
き
、
三
千
百
円
と

す
る
。 

第
八
条 

議
長
は
、
特
別
の
事
由
に
よ
り
前
条
の
規

定
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
都
度
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条 

議
長
は
、
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
が
、

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
宿
泊
施
設
が
指
定
さ
れ

て
い
る
旅
行
、
甲
地
方
へ
の
旅
行
等
を
す
る
場
合

に
お
い
て
、
特
別
の
事
由
に
よ
り
前
条
の
規
定
に

よ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
都
度
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

１
～
５ 

（
略
） 

   

６
～
９ 

（
略
） 

 
 

 

附 

則 

１
～
５ 

（
略
） 

６ 

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
旅
費
条
例
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条

例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

７
～

１０ 

（
略
） 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る

条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
同
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
同

日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
同
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の

う
ち
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

提
案
理
由 

 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等
に
鑑
み
、
旅
費
の
支
給
の
規
定
等
を
整
備
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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区　　　分

予 算 15 件
条 例 案 9 件 議案40件
そ の 他 議 案 16 件
認 定 0 件
報 告 2 件
提 出 0 件

計 42 件

◎予算
（15件）

　総務部 【議案第 144 号】令和7年度三重県一般会計補正予算（第４号）
（補正額　　　約9億円）

【議案第 145 号】令和7年度三重県県債管理特別会計補正予算（第１号）
（補正額　　　約▲14億円）

【議案第 146 号】令和7年度三重県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
（補正額　　　約27億円）

【議案第 147 号】

（補正額　　　約2億円）

【議案第 148 号】

（補正額　　　約▲3千万円）

【議案第 149 号】
（補正額　　　約50万円）

【議案第 150 号】令和7年度三重県地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）
（補正額　　　約▲1億円）

【議案第 151 号】令和7年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）
（補正額　　　約3千万円）

【議案第 152 号】
（補正額　　　約4千万円）

【議案第 153 号】

（補正額　　　約▲2百万円）

【議案第 154 号】
（補正額　　　約▲2万円）

【議案第 155 号】令和7年度三重県水道事業会計補正予算（第１号）
（補正額　　　約▲12億円）

令和7年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

令和7年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計補正予算（第
１号）

令和7年三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その13）

件　　　名 概　　　要

令和7年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正
予算（第１号）

令和7年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計補正予算（第
１号）

令和7年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

令和7年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計補正予算（第１号）

資料３
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　予算 【議案第 156 号】令和7年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第１号）
　つづき （補正額　　　約▲7億円）

【議案第 157 号】令和7年度三重県病院事業会計補正予算（第１号）
（補正額　　　約1億円）

【議案第 158 号】令和7年度三重県流域下水道事業会計補正予算（第１号）
（補正額　　　約▲26億円）

◎条例案
（9件） 【議案第 159 号】

　子ども・福祉部

（公布の日から施行）
（内容）

(1)

①

②

(2)

①

②

③

【議案第 160 号】
　子ども・福祉部

・

①

②

【議案第 161 号】

（令和8年1月1日から施行）

児童福祉法等の一部を改正
する法律の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例案

児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準及び一時保
護施設の設備及び運営に関
する基準の一部を改正する内
閣府令の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例案

   児童福祉法等の一部を改正する法律の施行等に鑑み、関係条
例の規定を整備するものである。

　三重県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例

　次に掲げる条例において、虐待等の禁止の規定を整備する。

　幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する
基準を定める条例

　三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

　三重県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

三重県議会議員及び三重県
知事の選挙における選挙運
動用自動車の使用等の公営
に関する条例の一部を改正
する条例案

　公職選挙法の一部改正に鑑み、選挙運動のために使用するポス
ターに関する規定を整備するものである。

 　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び一時保護施
設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施
行に鑑み、関係条例の規定を整備するものである。

　幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件等に関する条
例

（令和8年3月1日から施行）
（主な内容）

　三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

　次に掲げる条例の規定を整理する。

　三重県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

　次に掲げる条例において、施設の長及び児童指導員の任用要件に係る規
定を整備する。

　地域連携・交
通部
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 162 号】
　総務部

・

【議案第 163 号】
　総務部

・

【議案第 164 号】

（令和8年1月1日から施行）

・

【議案第 165 号】
　教育委員会

（改正内容）

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

【議案第 166 号】
　教育委員会

（改正内容）

・

（令和8年1月1日から施行）

　時間外勤務に関する特例の対象となる教育職員から、指導改善研修被認定
者を除く。

　政党助成法の一部改正に鑑み、手数料についての規定を整備
するものである。

三重県行政手続条例の一部
を改正する条例案

   行政手続法の一部改正に鑑み、聴聞の通知に関する規定を整
備するものである。
（公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定
める日から施行）

公立学校職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部
を改正する条例案

　公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措
置法の一部改正に鑑み、正規の勤務時間以外の時間における勤
務の規定を整備するものである。

　教職調整額の支給対象となる教育職員から、指導改善研修被認定者を除
く。

　特殊勤務手当のうち、多学年学級担当手当を廃止し、船員作業手当を新設
する。

三重県新型コロナウイルス感
染症・物価高騰対応中小企
業者等金融支援臨時基金条
例の一部を改正する条例案

（主な改正内容）

　その他規定を整備する。

　義務教育等教員特別手当について、校務類型その他の事情を考慮して支
給することとする。

　国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
を財源とする基金について、基金に係る事業の実施期間を延長す
るため、条例の効力の規定を整備するものである。

（公布の日から施行）
（改正内容）

　条例の効力を令和13年3月31日（現行：令和12年3月31日）までに実施され
た事業の精算が完了した日に延長する。

三重県手数料条例の一部を
改正する条例案

　不利益処分の名宛人の所在が判明しない場合の聴聞の通知について、公
示すべき事項をインターネットで公表するとともに、掲示場へ掲示し、又は事
務所に設置した電子計算機の画面上で閲覧できる状態に置くものとする。

　地域連携・交
通部

（改正内容）

   政党助成法の規定に基づく都道府県提出文書の写しの交付手数料を新設
する。

公立学校職員の給与に関す
る条例の一部を改正する条例
案

　公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措
置法の一部改正等に鑑み、教職調整額の規定等を整備するもの
である。

（令和8年1月1日から施行）

　教職調整額の支給額を給料月額の100分の10（現行100分の4）に段階的に
引き上げる。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 167 号】
　防災対策部

（公布の日から施行）
（改正内容）

・

　 災害対策基本法第二条第四号の規定により内閣総理大臣が指
定する指定地方行政機関に関する告示の一部改正に鑑み、委員
数の規定を整備するものである。

　防災会議の委員を66名（現行65名）以内とする。

三重県防災会議に関する条
例の一部を改正する条例案

10



区　　　分 件　　　名 概　　　要

◎その他議案
（16件） 【議案第 168 号】

　総務部

〇　発売総額　令和8年度　　　150億円以内

【議案第 169 号】
　農林水産部

   公共事業等に要する経費に充てるための宝くじを発売すること
について、発売総額及び発売時期を定める。

当せん金付証票の発売につ
いて

農林水産関係建設事業に対
する市町の負担について

　令和7年度において県の行う農林水産関係建設事業は、市町内
の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するもので
あり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部について、当該市
町に負担を求めるものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 170 号】
　農林水産部

【議案第 171 号】
　県土整備部

○ 場所 熊野市新鹿町　地内
○ 契約金額 2,498,100,000円
○ 契約方法 一般競争入札
○ 請負者住所氏名 津市大倉19番1号

代表者　日本土建株式会社
代表取締役社長　田村　賴一

○ 工事の概要　 施工延長　L=540.0m
幅員　W=5.5(8.50)m
　トンネル工　L=493.0m
　内空断面積　A=45.6㎡
　掘削工（NATM（発破掘削）工法）
　V=27,600㎥
　覆工コンクリート工　V=3,960㎥
　インバート工　V=583㎥
　舗装工　A=3,378㎡
　坑門工　N=1式

国営青蓮寺用水土地改良事
業に係る償還に対する市町の
負担について

工事請負契約について 　一般国道311号（新鹿工区）道路改良（新鹿逢神トンネル（仮称））
工事

日本土建・井本・宝龍特定建設工事
共同企業体

　平成26年度から農林水産省が行った国営青蓮寺用水土地改良
事業の負担金の償還に要する経費に充てるため、土地改良法第
90条第9項の規定により、市町の負担金を徴収するものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 172 号】
　県土整備部 工事請負契約の変更につい

て ○ 場所 鳥羽市河内町　地内
○ 契約金額 変更前　8,562,928,000円

変更後　8,813,761,000円
○ 契約方法 随意契約
○ 請負者住所氏名 津市栄町１丁目864

所長　水野　裕史
○ 工事の概要　

【議案第 173 号】
　総務部

損害賠償額　　376,000円

重力式コンクリートダム（流水型ダム）
　堤高 H=39.0m
　堤頂長 L=176.5m
　堤体積（減勢工含む） V=60,610㎥
　基礎掘削 V=158,130㎥

　二級河川鳥羽河内川鳥羽河内ダム本体建設工事

   令和7年9月5日、三重県志摩庁舎敷地内の樹木が倒れ、隣接
する民間駐車場に駐車中の車両が損傷した事故について、損害
賠償の額を決定し、これに伴う和解をするものである。

損害賠償の額の決定及び和
解について

代表者　前田建設工業株式会社　三
重営業所

前田・水谷・磯部特定建設工事共同
企業体
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 174 号】
　農林水産部

・

・

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

三重県食を担う農業及び農
村の活性化に関する基本計
画の変更について

　「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」第９条の
規定により平成24年7月に「三重県食を担う農業及び農村の活性
化に関する基本計画」を策定（令和2年3月変更）し、農業及び農
村の活性化に関する施策を総合的かつ計画的に進めてきたが、
国の新たな「食料・農業・農村基本計画」の策定や、「三重県食を
担う農業及び農村の活性化に関する条例」の改正など、本県の農
業及び農村を取り巻く情勢が大きく変化していることから、これに対
応するため、計画内容を変更するものである。

（内容）

　題名を「三重県食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する基本計画」
に改める。

　三重県食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する基本計画は、次の５
章で構成する。

　基本計画策定の考え方について示したものである。

第1章　基本計画策定の考え方

　計画の推進体制、特に注力する取組について示したものである。

（計画の期間）

第5章　推進体制の整備

第2章　三重県の農業・農村をめぐる情勢

第4章　農業の振興及び農村の活性化に向けた施策の展開

　各基本事業の具体的な施策、主要な目標を示したものである。

　令和8年度から令和17年度までとする。

第3章　農業の振興及び農村の活性化に向けた基本的な考え方

　農業・農村の果たす役割、めざすべき将来の姿を示したものである。

　農業及び農村を取り巻く情勢の変化、本県農業及び農村の現状につい
て示したものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 175 号】

○指定管理者
所在地 津市一身田大古曽670番地2
名称 社会福祉法人三重県厚生事業団
代表者 理事長　髙野　𠮷雄

○指定の期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

　子ども・福祉部    三重県身体障害者総合福祉センターの一層の効果的かつ効率
的な運営を図るため、三重県身体障害者総合福祉センターの管
理を行う指定管理者を指定するものである。

三重県身体障害者総合福祉
センターの指定管理者の指
定について
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 176 号】
　子ども・福祉部

○指定管理者
所在地 津市桜橋二丁目130番地
名称 社会福祉法人三重県視覚障害者協会
代表者 理事長　中島　信哉

○指定の期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

三重県視覚障害者支援セン
ターの指定管理者の指定に
ついて

　三重県視覚障害者支援センターの一層の効果的かつ効率的な
運営を図るため、三重県視覚障害者支援センターの管理を行う指
定管理者を指定するものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 177 号】

○指定管理者
所在地 松阪市立野町1291番地
名称
代表者 代表理事　中山　惠里子

○指定の期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

【議案第 178 号】
　子ども・福祉部

所在地

名称 一般財団法人三重県母子寡婦福祉連合会
代表者 代表理事　伊藤　二時子

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

みえこどもの城の指定管理者
の指定について

津市桜橋二丁目131番地三重県社会福祉会
館内

〇指定の期間

三重県母子・父子福祉セン
ターの指定管理者の指定に
ついて

　子ども・福祉部

公益財団法人三重こどもわかもの育成財団

〇指定管理者

　三重県母子・父子福祉センターの一層の効果的かつ効率的な運
営を図るため、三重県母子・父子福祉センターの管理を行う指定
管理者を指定するものである。

　みえこどもの城の一層の効果的かつ効率的な運営を図るため、
みえこどもの城の管理を行う指定管理者を指定するものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 179 号】
　環境生活部

○ 指定管理者
所在地 津市高茶屋4丁目48番8号
名称 一般財団法人三重県交通安全協会
代表者 会長　稲垣　清文

【議案第 180 号】
　環境生活部

〇　指定の期間
　　　　令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

三重県交通安全研修セン
ターの指定管理者の指定に
ついて

　三重県交通安全研修センターの一層の効果的かつ効率的な運
営を図るため、三重県交通安全研修センターの管理を行う指定管
理者を指定するものである。

　三重県環境学習情報センターの一層の効果的かつ効率的な運
営を図るため、三重県環境学習情報センターの管理を行う指定管
理者を指定するものである。

三重県環境学習情報セン
ターの指定管理者の指定に
ついて

〇　指定管理者
　　　　所在地　東京都目黒区東山一丁目5番4号
　　　　　　　　 　 ＫＤＸ中目黒ビル6階
　　　　名称　 　アクティオ株式会社
　　　　代表者　代表取締役　淡野　文孝
〇　指定の期間
　　　　令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 181 号】
　農林水産部

○指定管理者
所在地 三重郡菰野町小島4059番地
名称 NPO法人ECCOM
代表者 理事長　森　豊

○指定の期間

【議案第 182 号】
　農林水産部

○指定管理者
所在地
名称
代表者

○指定の期間

三重県民の森の指定管理者
の指定について

三重県上野森林公園の指定
管理者の指定について

NPO法人ECCOM

　三重県上野森林公園の一層の効果的かつ効率的な運営を図る
ため、三重県上野森林公園の管理を行う指定管理者を指定するも
のである。

理事長　森　豊

　三重県民の森の一層の効果的かつ効率的な運営を図るため、三
重県民の森の管理を行う指定管理者を指定するものである。

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

三重郡菰野町小島4059番地

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 183 号】
　観光部

〇 　
　所在地 伊勢市朝熊町字鴨谷4383番地の4

株式会社スコルチャ三重
　　 　代表者 代表取締役　濱田　典保
〇 指定の期間

　令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

三重県営サンアリーナの指定
管理者の指定について

　三重県営サンアリーナの一層の効果的かつ効率的な運営を図る
ため、三重県営サンアリーナの管理を行う指定管理者を指定する
ものである。

指定管理者

　名　称
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

◎報告
（2件） 【報告第 25 号】

　農林水産部

損害賠償額 812,900円

環境生活部

損害賠償額 167,200円

県土整備部

損害賠償額　1,619,618円

専決処分の報告について

（自動車事故による損害賠償
について）

（自動車事故による損害賠償
について）

（自動車事故による損害賠償
について）

専決処分の報告について 令和7年4月18日度会郡度会町川上地内の県道において発生し
た伊勢建設事務所（保全室）に係る自動車による公務上の事故に
関して損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について

　令和7年5月2日多気郡多気町波多瀬地内の県道において発生
した松阪農林事務所（農村基盤室）に係る自動車による公務上の
事故に関して損害賠償の額について和解した。

　令和7年8月18日津市一身田町地内において発生した廃棄物監
視・指導課に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償の
額について和解した。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　警察本部 専決処分の報告について

損害賠償額 1,789,024円

専決処分の報告について

損害賠償額 484,500円

専決処分の報告について

損害賠償額 355,500円

専決処分の報告について

損害賠償額 92,500円

（自動車事故による損害賠償
について）

（自動車事故による損害賠償
について）

（自動車事故による損害賠償
について）

　令和5年7月2日四日市市楠町地内の市道において発生した四
日市南警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠
償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠償
について）

　令和6年7月10日鈴鹿市西条六丁目地内の県道において発生し
た四日市西警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損
害賠償の額について和解した。

　令和7年6月5日名張市桔梗が丘8番町地内の駐車場において発
生した鑑識課に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償
の額について和解した。

　令和7年4月4日四日市市泊小柳町地内の国道において発生し
た四日市南警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損
害賠償の額について和解した。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　警察本部 専決処分の報告について
　つづき

損害賠償額 121,500円

【報告第 26 号】
　警察本部

【契約名称】 三重県警察公文書管理システム再構築及び
運用保守業務委託並びにシステムサーバ
機器賃貸借（保守付き）

【履行場所】 警察本部
【契約金額】 219,943,900円
【契約方法】 一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
株式会社ＪＥＣＣ
営業統括本部長　石崎　洋

【契約締結の年月日】
令和7年9月2日

【契約期間】 令和7年9月2日から
令和15年3月31日まで

　　　

（自動車事故による損害賠償
について）

　令和7年6月20日四日市市海山道町地内の国道において発生し
た四日市南警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損
害賠償の額について和解した。

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

　県が賃借人となる予定価格7千万円以上の賃貸借の契約
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　警察本部
　つづき

【契約名称】 情報基盤システム再構築委託及び機器賃
貸借

【履行場所】 警察本部、運転免許センター及び警察署
【契約金額】 163,888,435円
【契約方法】 一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

愛知県名古屋市中区錦一丁目17－１
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
中部支店
中部支店長　菱木　裕一郎

【契約締結の年月日】
令和7年10月16日

【契約期間】 令和7年10月16日から
令和13年2月28日まで

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

　県が賃借人となる予定価格7千万円以上の賃貸借の契約
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　企業庁

【契約名称】 野代導水ポンプ所特別高圧設備取替工事
【履行場所】 桑名市多度町下野代地内ほか
【契約金額】 1,124,200,000円
【契約方法】 一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

東京都中央区東日本橋3丁目3番11号
昱株式会社
代表取締役　中川　崇

【契約締結の年月日】
令和7年10月16日

【契約期間】 令和7年10月16日から
令和11年2月26日まで

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

　地方公営企業の業務に関する予定価格5億円以上の工事又は
製造の請負の契約
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　企業庁
　つづき

【契約名称】 多気浄水場非常用発電設備改良工事
【履行場所】 多気郡多気町相可地内
【契約金額】 変更前 595,045,000円

変更後 601,086,200円
【契約方法】 随意契約
【契約の相手方の住所及び氏名】

四日市市諏訪栄町1番1号
昱耕機株式会社　三重営業所
所長　水谷　晃史

【変更契約締結の年月日】
令和7年9月25日

【契約期間】 令和5年11月21日から
令和7年12月9日まで

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

　地方公営企業の業務に関する予定価格5億円以上の工事又は
製造の請負の契約の変更
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　令和７年定例会日程
月 日 曜 備　　考

１１月 １８日 火 委員会 予算決算常任委員会（一般・特別会計決算採決）
代表者会議
議会運営委員会

１９日 水 休　 会

２０日 木 休　 会

２１日 金 休　 会

２２日 土

２３日 日 （勤労感謝の日）

２４日 月 （振替休日）

２５日 火 本会議 採決 議案上程（１１月定例月会議）
議案聴取会
議会運営委員会

２６日 水 休　 会

２７日 木 休　 会

２８日 金 本会議 議案質疑 議会運営委員会

２９日 土

３０日 日

１２月 １日 月 本会議 一般質問

２日 火 休　 会

３日 水 本会議 一般質問

４日 木 休　 会

５日 金 本会議 一般質問
６日 土

７日 日

８日 月 委員会 予算決算常任委員会（当初予算要求状況）

９日 火 委員会
予算決算常任委員会（当初予算要求状況総括的質疑）
（予算決算常任委員会総括質疑）

１０日 水 委員会
付託議案審査〔政策企画雇用経済観光、防災県土整備企業、
教育警察の各常任委員会・分科会〕

１１日 木 委員会
付託議案審査〔総務地域連携交通、環境生活農林水産、
医療保健子ども福祉病院の各常任委員会・分科会〕

１２日 金 委員会
付託議案審査〔政策企画雇用経済観光、防災県土整備企業、
教育警察の各常任委員会・分科会〕

１３日 土

１４日 日

１５日 月 委員会
付託議案審査〔総務地域連携交通、環境生活農林水産、
医療保健子ども福祉病院の各常任委員会・分科会〕

１６日 火 休　 会 （常任委員会予備日）

１７日 水 休　 会 （委員会等予備日）

１８日 木 委員会 予算決算常任委員会（採決）

１９日 金 休　 会
代表者会議
議会運営委員会

２０日 土

２１日 日

２２日 月 本会議 閉会（採決）

※ 請願陳情の受理                                   ※文書による質問ができる期間
・ １１月２５日（火）　午後５時　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・１０月２５日（土）～１１月２４日（月）

日　　　　　　程
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１　開催年月日

全員協議会室２　場　　　所

政策企画部

医療保健部

令和７年定例会　１１月定例月会議

議案聴取会日程(案)

所　管　名 議案

令和７年１１月２５日（火）

本会議散会後

報告 備考

３　聴　取　順

総務部 〇

地域連携・交通部

防災対策部

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇

病院事業庁 〇

子ども・福祉部 〇

環境生活部

雇用経済部

農林水産部 〇

観光部 〇

県土整備部 〇 〇

※部外　人事委員会事務局、監査委員事務局、出納局、

　　　　議会事務局

教育委員会 〇

警察本部 〇 〇

資料５
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質 問 者 一 覧 表（案）                                    令和７年定例会（１１月定例月会議） 

月 日（曜） 質問区分 順序・氏名（会派） 

１２月１日（月） 一般質問 

１ ２ ３ ４ ５ 

       議員 

（自民党県議団） 

       議員 

（草莽） 

     議員 
(公明党又は 

日本共産党) 

     議員 
(公明党又は 

日本共産党) 

       議員 

（新政みえ） 

１２月３日（水） 一般質問 

１ ２ ３ ４ 

       議員 

（自由民主党） 

       議員 

（新政みえ） 

       議員 

（自由民主党） 

       議員 

（新政みえ） 

１２月５日（金） 一般質問 

１ ２ ３ ４ 

       議員 

（自由民主党） 

       議員 

（新政みえ） 

       議員 

（自由民主党） 

       議員 

（新政みえ） 

 

  （参考） ・一般質問時間（答弁を含む。）は、一人６０分程度 

       ・関連質問 

         新政みえ     ７回     自由民主党    ６回     自民党県議団   １回     草莽       １回 

         公明党      １回     日本共産党    １回     参政党      １回 

資
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年間の一般質問者配分について（案） 

 

 議員の欠員により、一般質問を配分する人数が 45名となったことから、今後の年間の一

般質問者の配分について、次のとおり変更する。 

 

１ 配分等の考え方 

 ・各定例月会議の一般質問の日数は、これまでどおり３日間とする。 

 ・１日の質問者数は、原則として４人とする。 

 ・各定例月会議において、質問者数並びに各会派への配分の平準化に努める。 

 ・議員辞職等により質問者数の変更があった場合は、変更があった時に協議し、決定す

る。 

 

２ 年間の配分 

 
令和８年度以降 

現行の取決め（R7.9.19決定） 

令和８年度以降 令和７年度 

６月 

定例月会議 
４名×３日 ４名×３日 

（１・２日目） 

４名×２日 

（３日目） 

３名×１日 

９月 

定例月会議 

（１・２日目） 

４名×２日 

（３日目） 

３名×１日 

４名×３日 ４名×３日 

11月 

定例月会議 

（１・２日目） 

４名×２日 

（３日目） 

３名×１日 

（１・２日目） 

４名×２日 

（３日目） 

３名×１日 

４名×３日 

２月 

定例月会議 

（１・２日目） 

４名×２日 

（３日目） 

３名×１日 

（１・２日目） 

４名×２日 

（３日目） 

３名×１日 

（１・２日目） 

４名×２日 

（３日目） 

３名×１日 

※ 令和７年度は、議会運営委員会の協議により 30 分枠が認められていることから、

９月定例月会議及び２月定例月会議の一般質問は、30分枠×１名を含む 11.5名分で

実施。 
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請願の処理経過及び結果の報告 

 

 

 

〇 令和４年定例会９月定例月会議で採択された請願 

・ 誰もが、家庭の経済事情に関わらず学ぶことのできる教育環境整備、三重県独

自のさらなる学級編制基準および教職員配置基準の改善をすすめることによ

り、すべての子どもたちが大切にされる安全・安心の三重の教育の実現を求め

ることについて 

 

〇 令和５年第２回定例会９月定例月会議で採択された請願 

・ 伊賀市阿波地区における産業廃棄物最終処分場の開発計画に対する慎重な審

査を求めることについて 

・ 客引き等防止条例の制定を求めることについて 

 

〇 令和６年定例会９月定例月会議で採択された請願 

・ 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置における提出

書類の見直しについて 

・ 県立高等学校の制服の指定について複数メーカーが参入できる方法の導入を

求めることについて 

 

〇 令和７年定例会９月定例月会議で採択された請願 

・ 株式会社三重県松阪食肉公社の早期施設整備に関することについて 

・ 県独自の日本酒産業振興施策の強化等を求めることについて 

・ 子どもたちの豊かな学びを保障するため、教職員の欠員の速やかな解消および

教職員配置のさらなる充実を求めることについて 
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意見書・決議案の提出期限 

 

 

 

委員会提出 

 

委員会開催当日 

 

 

 

議員発議 

   

１２月１５日（月）午後５時まで 
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議 員 派 遣 一 覧 表 

 

１ 全国都道府県議会議長会 第３回男女共同参画委員会 

 

（１）派遣目的 

都道府県議会の議長・副議長経験がある女性議員、男性議長で構成され

る本委員会において、都道府県議会における男女共同参画の推進のため意

見交換し、報告・提言を行うことを目的とする。 

（２）派遣場所  東京都 

（３）派遣期間  令和７年 12月 22日  １日間 

（４）派遣議員  杉本 熊野 議員    
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１１月２５日の議事予定 

 
議長発言 

知事発言 

自治功労者表彰状 伝達式 

開 議 

諸報告   ・予算決算常任委員会審査報告書（認定議案）の提出について 

      ・議提議案の配付について 

      ・議案等の配付について 

      ・三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の規定 

に基づく予算に関する補助金等に係る資料の配付について 

   ・定期監査結果報告書の配付について 

      ・住民監査請求の監査結果の配付について 

      ・例月出納検査報告書並びに請願・陳情処理経過一覧表の配付につい

て 

 

日程第１  認定第５号から認定第１６号まで 

〔委員長報告、討論、採決〕 

 

日程第２  議提議案第５号 

      〔提案説明〕 

 

日程第３  議案第１４４号から議案第１８３号まで 

〔提案説明〕 

 

日程第４  議員派遣の件 

 

休会の件 

散 会 
 

議案聴取会 

代表者会議 

議会運営委員会 

予算決算常任委員会理事会 

委員長インタビュー（三重テレビ） 
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